
知財ist研修2018シラバス

課程

科目

副題

日程

講師

科目別受講料

おまとめ受講料

説明

レポート、演習の有

無等

事前質問について

（研修日より１週

間前まで）

会員34,000円、一般42,000円（消費税8％含む、テキスト代含む）

全課程おまとめ受講料（45日間）会員500,000円、一般600,000円

実務・訴訟・海外おまとめ受講料（19日間）会員280,000円、一般350,000円

訴訟課程おまとめ受講料（7日間）会員114,000円、一般142,000円

　訴訟課程の仕上げとなる本科目では、重要判例を取り上げながら、受講生の積極的

な参加による事例の検討を通じて、特許権侵害訴訟についての理解を深めて頂きます。

また、米国特許権侵害訴訟の概要を説明するとともに、日米特許権侵害訴訟の比較も

行います。

　一日目は講義中心に、二日目はグループ発表、意見交換、講師による講評等を行う

ことで、受講生同士の親睦も深まり、各人の習熟度の向上にもつながります。

グループ発表があります。第１回目の講義時に課題をお渡しし、グループごとに検討してい

ただき、第２回目の研修時にグループ発表を行います。

研修当日に、講師にお聞きになりたい事項等ございましたら、

11/20までにメール（chizaist@jiii.or.jp宛）にて承ります。

（ご質問の内容によっては、講義時に講師より直接説明を求められる場合もございま

す。）

兼子・岩松法律事務所　弁護士　村田　真一　氏

【知財ist研修2018】

訴訟課程

事例研究　2日間

～特許権侵害訴訟（米国における特許権侵害訴訟との比較を含む）～

2018年11月27日（火）・12月12日（水）いずれも10:00～17:00

（一社）発明推進協会



知財ist研修2018シラバス

研修項目（昨年

度目次例等）

第１部　特許権侵害訴訟の概要

 

Ⅰ　日本の特許権侵害訴訟の概要

Ⅱ　特許権者による主張立証

Ⅲ　侵害主張に対する抗弁

Ⅳ　国際的特許侵害訴訟

第２部　米国特許侵害訴訟の概要

Ⅰ　米国の法制度について

Ⅱ　米国特許侵害訴訟の概要

Ⅲ　特許侵害

Ⅳ　特許侵害に対する抗弁

Ⅴ　特許侵害に対する救済

グループ演習用判例（昨年例）

（１）機能的クレーム

知財高裁平成２５年６月６日判決（平

成２４年（ネ）第１００９４号）

（２）プロダクト・バイ・プロセスクレーム

　　　最高裁第２小法廷平成２７年６月

５日判決（平成２４年(受)第１２０４

号）

（３）消尽

最高裁第１小法廷平成１９年１１月８

日判決（平成１８年（受）第８２６

号）

（４）損害額の推定規定（特許法１０

２条２項）

知財高裁（大合議）平成２５年２月１

日判決（平成２４年（ネ）第１００１

５号）

参考書籍等

過去受講された

方々からの感想等

研修をご欠席される

場合は。

弁理士会継続研

修

2018.8.10

・初めて経験する事例研究であった。判決文をしっかり読め、理解が深まりました。

・時間外での検討は有効であったと思う。

・内容が難しくて、理解するのが困難でしたが、判例を勉強するよいきっかけになりました。

・法律条文の解釈を実際に発表する機会を頂いたことで、理解が深まったと思います。

ありがとうございました。大変勉強になりました。

・グループ発表が新鮮で良かった。違う会社の人達と深く話す機会があり、とても良い。

・代理の方のご出席も可能です。事務局までご連絡願います。

・ご欠席された場合は、研修にて使用したテキスト等配布資料を、後日、送付（ないし

直接お渡し）いたします。

・希望者は、講義（講師の声のみ）を録音したCDを借りることができます。事前にご連

絡いただき、直接事務局まで借りに来ていただいております。（返却は郵送でもかまいま

せん。）（貸出期間約３週間、詳しくは事務局にお問い合わせください。）

※本研修は、グループ演習を行うため、2日間を通じてご出席いただくことをお勧めしており

ます。特に2日目はグループ発表を行いますので、音声のみを聴講されても分かりにくいこと

もあるかと思います。ご欠席される場合はなるべく代理の方のご出席をお勧めしておりま

す。

本科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申

請をすると外部機関研修として、2日間で11単位が認められる予定です。

（一社）発明推進協会


